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○神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則 

平成11年８月17日規則第74号 

改正 

平成12年３月31日規則第98号 

平成12年12月19日規則第153号 

平成13年５月18日規則第90号 

平成15年９月30日規則第118号 

平成15年11月11日規則第125号 

平成16年２月27日規則第13号 

平成16年３月30日規則第48号 

平成16年６月25日規則第64号 

平成16年12月21日規則第94号 

平成17年３月８日規則第28号 

平成17年８月２日規則第140号 

平成18年３月31日規則第68号 

平成20年７月25日規則第87号 

平成23年３月29日規則第23号 

平成24年７月６日規則第83号 

平成24年９月７日規則第92号 

令和元年６月25日規則第15号 

令和３年３月９日規則第16号 

令和３年９月28日規則第80号 

令和４年３月29日規則第38号 

令和５年３月10日規則第14号 

令和５年５月23日規則第43号 

令和７年２月28日規則第14号 

神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則をここに公布する。 

神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則 

（事務の委任） 

第１条 神奈川県土砂の適正処理に関する条例（平成11年神奈川県条例第３号。以下「条例」という。）

に基づく次に掲げる事務は、土木事務所長及び治水事務所長（建設工事の区域又は土砂埋立区域を

その所管区域に含む土木事務所又は治水事務所が２以上ある場合にあっては、当該区域を最も広く

その所管区域に含む土木事務所長又は治水事務所長）に委任する。 

(１) 条例第４条第１項及び第２項の規定により、処理計画の届出を受理すること。 

(２) 条例第５条第１項及び第２項（同条第４項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）
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の規定により、処理計画の変更の届出を受理すること。 

(３) 条例第５条第３項の規定により、土砂の搬出に係る届出を受理すること。 

(４) 条例第６条の規定により、必要な措置を講ずるよう勧告すること。 

(５) 条例第７条の規定により、土砂の搬出の完了及び廃止の届出を受理すること。 

（処理計画書） 

第２条 条例第４条第１項及び第２項の規定による届出は、処理計画書（第１号様式）により行うも

のとする。 

（処理計画書の添付図書） 

第３条 条例第４条第１項及び第２項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(１) 建設工事（条例第４条第２項に係る届出にあっては、土砂埋立区域）の位置及び区域を示す

図面 

(２) 搬出先の位置及び区域を示す図面 

(３) その他知事が必要と認める図書 

２ 再生資源利用促進計画（建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進

に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成３年建設省令第20号）第２条第２号に規定

する再生資源利用促進計画をいい、同令第８条第４項に規定する書面を含む。以下同じ。）を作成

した者又はストックヤード運営事業者（ストックヤード運営事業者登録規程（令和５年国土交通省

告示第157号）第２条第３項に規定するストックヤード運営事業者をいう。以下同じ。）が条例第４

条第１項又は第２項の規定により届出を行おうとする場合は、前項各号に掲げる図書のほか、処理

計画書に再生資源利用促進計画又は同告示第10条第１項の規定によりストックヤード運営事業者が

作成する書面（以下「搬出先適正確認記録」という。）を添付することができる。 

（処理計画の届出を要しない土砂の搬出等） 

第４条 条例第４条第１項第４号に規定する規則で定める土砂の搬出は、次に掲げるものとする。 

(１) 土地の造成その他事業の区域又は工場その他事業場の区域において採取された土砂を当該区

域内の土砂埋立行為に用いるために行う土砂の搬出 

(２) 発注者が土砂の搬出先を指定して注文する建設工事における土砂の搬出であって、土砂の適

正な処理が行われるものとしてあらかじめ知事が認めるもの 

２ 条例第４条第２項第４号に規定する規則で定める土砂の搬出は、次に掲げるものとする。 

(１) 陶器、ガラスその他の製品を製造し、又は加工するための原材料（土砂の性質を改良するた

めの原材料を除く。）としての土砂の搬出 

(２) 土質改良プラントその他の施設において化学的に性質を改良した土砂の搬出 

(３) 土地の造成その他事業の区域又は工場その他事業場の区域において採取された土砂を当該区

域内の土砂埋立行為に用いるために行う土砂の搬出 

（公共的団体） 

第５条 条例第４条第２項第２号に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。 
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(１) 日本下水道事業団 

(２) 国立研究開発法人森林研究・整備機構 

(３) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

(４) 独立行政法人水資源機構 

(５) 独立行政法人空港周辺整備機構 

(６) 独立行政法人都市再生機構 

(７) 地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に基づき設立された地方住宅供給公社 

(８) 地方道路公社法（昭和45年法律第82号）に基づき設立された地方道路公社 

(９) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に基づき設立された土地開発公社 

(10) 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公共団体がその基本財産たる財産の全部若しくは一部

を拠出している一般財団法人又はその資本金その他これに準ずるものの２分の１以上を出資して

いる法人であって、土砂を適正に処理することに関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力が

あると知事が認めた者 

２ 前項第10号の規定による知事の認定を受けようとする者は、公共的団体承認申請書（第２号様式）

を知事に提出しなければならない。 

（処理計画書の記載事項） 

第６条 条例第４条第３項第６号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 土砂の搬出先の位置及び区域 

(２) 土砂の搬出先において土砂埋立行為を行う者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地 

(３) 土砂の搬出先の区域が土砂埋立行為について、法令等の許可等を要する場合には、当該法令

等の名称、許可等の年月日及び許可等の番号 

(４) その他知事が必要と認める事項 

２ 第３条第２項の規定により処理計画書に再生資源利用促進計画又は搬出先適正確認記録を添付し

た場合にあっては、当該再生資源利用促進計画又は搬出先適正確認記録に記載された事項のうち前

項各号に掲げる事項と重複すると認められる事項については、それぞれ同項各号に掲げる事項とみ

なし、処理計画書への記載を省略することができる。 

（処理計画の変更等） 

第７条 条例第５条第１項及び第２項（同条第４項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）

の規定による届出は、処理計画変更届（第３号様式）により行うものとする。 

２ 条例第５条第１項の規定による届出は、届出に係る土砂の搬出をしようとする日の前日までに行

わなければならない。 

３ 条例第５条第１項ただし書に規定する規則で定める変更は、次に掲げるものとする。 

(１) 搬出する土砂の数量の20パーセント以内の増加又は減少 

(２) 土砂を搬出する期間の３月以内の延長（条例第４条第１項に係る土砂の搬出に限る。） 

(３) 前条第１項第２号に掲げる事項の変更 
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４ 条例第５条第３項の規定による届出は、処理計画補完書（第４号様式）により、条例第４条第１

項第１号又は第２項第１号に規定する数量を超えて土砂を搬出する日の前日までに行わなければな

らない。 

５ 条例第５条第３項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 建設工事又は土砂埋立区域の位置及び区域 

(２) 搬出する土砂の数量 

(３) 土砂を搬出する期間 

(４) 前条第１項各号に掲げる事項 

６ 再生資源利用促進計画を作成した者又はストックヤード運営事業者が条例第５条第３項の規定に

より届出を行おうとする場合は、処理計画補完書に再生資源利用促進計画又は搬出先適正確認記録

を添付することができる。この場合においては、当該再生資源利用促進計画又は搬出先適正確認記

録に記載された事項のうち前項各号に掲げる事項と重複すると認められる事項については、それぞ

れ同項各号に掲げる事項とみなし、処理計画補完書への記載を省略することができる。 

（処理結果等報告書） 

第８条 条例第７条の規定による届出は、処理結果（廃止）報告書（第５号様式）により行うものと

する。 

２ 再生資源利用促進計画を作成した者又はストックヤード運営事業者が条例第７条の規定により届

出を行おうとする場合は、処理結果（廃止）報告書に再生資源利用促進計画又は搬出先適正確認記

録を添付することができる。この場合においては、次に掲げる事項のうち当該再生資源利用促進計

画又は搬出先適正確認記録に記載された事項と重複すると認められる事項については、処理結果（廃

止）報告書への記載を省略することができる。 

(１) 建設工事の名称 

(２) 建設工事又は土砂埋立区域の位置及び区域 

(３) 搬出した土砂の数量 

(４) 土砂を搬出した期間 

(５) 搬出先に係る事項 

（身分証明書） 

第９条 条例第９条第２項に規定する身分を示す証明書は、第６号様式とする。 

（公表） 

第10条 条例第10条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 条例第６条の勧告に従わなかった者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人

にあっては、その代表者の氏名 

(２) 勧告の内容 

(３) その他知事が必要と認める事項 

２ 条例第10条第１項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとす
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る。 

（届出書等の提出部数等） 

第11条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書その他の図書の部数は、正本１通及

びその写し１通とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成11年10月１日から施行する。 

（経過措置に係る法令等の許可等） 

２ 条例附則第３項に規定する規則で定めるものは、別表第１及び次に掲げるものとする。 

(１) 森林法（昭和26年法律第249号）第10条の２又は第34条第２項（同法第44条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく許可 

(２) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第14条第３項若しくは第15条第３項の規定に基づく認可

又は同法第17条第３項若しくは第18条第３項の規定に基づく許可 

(３) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１号）第８条第１項の

規定に基づく許可 

(４) 自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第25条第４項の規定に基づく許可 

(５) 都市緑地保全法（昭和48年法律第72号）第５条第１項の規定に基づく許可 

(６) 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第８条第１項の規定に基づく許可 

(７) 神奈川県立自然公園条例（昭和34年神奈川県条例第６号）第７条第３項の規定に基づく認可

又は同条例第12条第１項の規定に基づく許可 

(８) 風致地区条例（昭和45年神奈川県条例第５号）第２条第１項の規定に基づく許可 

(９) 自然環境保全条例（昭和47年神奈川県条例第52号）第14条の規定に基づく許可 

(10) 平塚市埋立て等の規制に関する条例（平成10年平塚市条例第10号）第６条第１項の規定に基

づく許可 

(11) 小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例（平成６年小田原市条例第27号）第５条

第１項の規定に基づく許可 

(12) 相模原市盛土等の規制に関する条例（平成９年相模原市条例第25号）第６条第１項の規定に

基づく許可 

(13) 秦野市土地の埋立て等の規制に関する条例（平成７年秦野市条例第19号）第５条第１項の規

定に基づく許可 

(14) 伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例（平成10年伊勢原市条例第24号）第６条第１項

の規定に基づく許可 

(15) 海老名市土地の埋立て等の規制に関する条例（平成８年海老名市条例第19号）第６条第１項

の規定に基づく許可 

(16) 座間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成３年座間市条例第１号）第５
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条の規定に基づく許可 

(17) 南足柄市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成８年南足柄市条例第21号）

第６条第１項の規定に基づく許可 

(18) 葉山町土地埋立て等の規制に関する条例（平成10年葉山町条例第14号）第５条第１項の規定

に基づく許可 

(19) 大磯町土地埋立て等規制条例（平成９年大磯町条例第１号）第５条第１項の規定に基づく許

可 

(20) 中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成７年中井町条例第３号）第５

条第１項の規定に基づく許可 

(21) 松田町まちづくり条例（平成８年松田町条例第11号）第３条第１項の規定に基づく協議 

(22) 山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成４年山北町条例第20号）第５

条第１項の規定に基づく許可 

(23) 愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成６年愛川町条例第14号）第６

条第１項の規定に基づく許可 

(24) 城山町総合環境保全条例（平成３年城山町条例第32号）第22条の規定に基づく許可 

(25) 津久井町住環境整備条例（平成２年津久井町条例第14号）第20条第１項の規定に基づく許可 

(26) 相模湖町土砂等による土地の埋立て及び盛土等の規制に関する条例（平成７年相模湖町条例

第14号）第５条第１項の規定に基づく許可 

(27) 藤野町土砂等による土地の埋立て、盛土の規制に関する条例（平成３年藤野町条例第21号）

第５条の規定に基づく許可 

（公共的団体に係る経過措置） 

３ 都市基盤整備公団法（平成11年法律第76号）附則第５条の規定による公団の成立の時までの間は、

第５条第１項第15号中「都市基盤整備公団」とあるのは「住宅・都市整備公団」とする。 

附 則（平成12年３月31日規則第98号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年12月19日規則第153号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成13年５月18日規則第90号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年９月30日規則第118号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年11月11日規則第125号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年２月27日規則第13号） 

この規則は、平成16年３月１日から施行する。 
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附 則（平成16年３月30日規則第48号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に設置された神奈川県土砂の適正処理に関する条例（平成11年神奈川県条例第

３号。以下「条例」という。）第15条第１項に規定する標識については、改正後の第17条及び第11

号様式にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 改正後の第14条第４項の規定は、平成16年７月１日以後に申請する条例第９条第１項に規定する

土砂埋立行為の許可について適用する。 

４ 平成16年７月１日前の条例第９条第１項の土砂埋立行為の許可の申請に係る改正後の第12条第12

号及び第14条第４項の規定の適用については、改正後の第12条第12号の規定中「申告書」とあるの

は、「申告書（建設業法（昭和24年法律第100号）の規定により、同法第３条第１項の許可（同法別

表下欄に規定する土木工事業、とび・土工工事業及び石工事業の許可に限る。）が必要な者に限る。）」

とし、改正後の第14条第４項中「建設業法（昭和24年法律第100号）」とあるのは「建設業法」とす

る。 

附 則（平成16年６月25日規則第64号） 

この規則は、平成16年７月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月21日規則第94号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月８日規則第28号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 

附 則（平成17年８月２日規則第140号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第68号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年７月25日規則第87号） 

１ この規則は、平成20年12月１日から施行する。ただし、第５条第１項第２号、別表第１の17の項

及び別表第３の２ 擁壁の項(７)の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に改正前の第５条第１項第15号に規定する土砂を適正に処理することに関し、

国又は地方公共団体と同等以上の能力があると認められた者は、改正後の同号に規定する土砂を適

正に処理することに関し、国又は地方公共団体と同等の能力があると認められた者とみなす。 

３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 



8/10 

附 則（平成23年３月29日規則第23号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年７月６日規則第83号） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。ただし、第５条第１項第４号の改正規定は、公布

の日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 

附 則（平成24年９月７日規則第92号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に神奈川県土砂の適正処理に関する条例（平成11年神奈川県条例第３号。

以下「条例」という。）第９条第１項の許可を受けている者及びこの規則の施行の日（以下「施行

日」という。）前に同項の許可の申請をし、この規則の施行の際許可又は不許可の処分を受けてい

ない者に係る許可の手続及び許可の基準については、改正後の第12条第３号から第５号まで、別表

第３、別表第７及び別表第８並びに第７号様式の２にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 施行日前に条例第９条第１項の許可の申請をし、同項の許可を受けた者に係る条例第11条第１項

の変更の許可の手続及び許可の基準については、改正後の第15条第１項及び第３項、別表第３、別

表第７及び別表第８並びに第７号様式の２にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 施行日前に申請された条例第９条第１項の許可に係る土砂埋立行為について施行日以後最初に行

われる条例第17条の規定による報告については、改正後の第19条第２項及び第13号様式にかかわら

ず、なお従前の例による。 

５ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 

附 則（令和元年６月25日規則第15号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月９日規則第16号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第５条の改正規定（同条第１項第２号の改正規定

を除く。）は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 

附 則（令和３年９月28日規則第80号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な

調整をして使用することができる。 
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附 則（令和４年３月29日規則第38号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年７月１日から施行する。ただし、第７号様式の４の改正規定及び附則第４

項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第８条の２第１項の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に神

奈川県土砂の適正処理に関する条例（平成11年神奈川県条例第３号。以下「条例」という。）第９

条第１項の許可の申請をする者について適用する。 

３ 施行日前に条例第９条第１項の許可の申請をし、同項の許可を受けた者に係る条例第11条第１項

の変更の許可の申請については、改正後の第８条の２第１項の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

４ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 

附 則（令和５年３月10日規則第14号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年５月23日規則第43号） 

この規則は、令和５年５月26日から施行する。 

附 則（令和７年２月28日規則第14号） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 神奈川県土砂の適正処理に関する条例の一部を改正する条例（令和６年神奈川県条例第79号）附

則第２項から第５項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条例による

改正前の神奈川県土砂の適正処理に関する条例（平成11年神奈川県条例第３号）の規定に基づく事

務は、改正前の第１条の規定の例により土木事務所長又は治水事務所長に委任する。 

３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 



10/10 

第１号様式（第２条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

第２号様式（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

第３号様式（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

第４号様式（第７条関係）（表）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

第５号様式（第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

第６号様式（第９条関係）（用紙 縦6.5センチメートル 横9.5センチメートル） 

 


